
適格請求書保存方式開始まで1年を切った 

 令和5年10月1日から消費税の仕入税額

控除の方式が適格請求書保存方式（いわゆ

るインボイス方式）となります。 

 インボイスとは、「売手が、買手に対し正

確な適用税率や消費税額等を伝えるための

手段」であり、一定の事項が記載された請

求書や納品書その他これらに類するものを

いいます。インボイスを交付できるのは、

インボイス発行事業者に限られます。イン

ボイス発行事業者となるためには、登録申

請手続を行い、登録を受ける必要がありま

す。登録を受けた事業者には国税庁から登

録番号が通知されます。仕入れる側は、国

税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」

で請求書等に記載されている登録番号が正

しいものであるかどうかの確認ができます。 

フランチャイズの店舗は事業者が別の者？ 

 コンビニエンスストアなどフランチャイ

ズ方式で展開されている事業は、店舗の事

業主はコンビニ本部の会社ではなく、加盟

店オーナーの個人事業もしくは法人となり

ます。そのため、適格請求書発行事業者の

登録番号も、コンビニ本部の番号ではなく、

その店舗の事業主の登録番号となります。

フランチャイズ本部の直営店もありますの

で、その場合は本部の会社名となります。 

 仕入税額控除の要件となる帳簿の記載事

項には、「課税仕入れの相手方の氏名又は名

称」があります。フランチャイズの場合、コ

ンビニチェーン名だけではなく、店舗名ま

での記載が必要だということになります。 

相手方登録番号の帳簿記載は不要です 

 仕入税額控除に際しての記帳要件は、令

和5年10月1日以降も現在の区分記載請求

書等保存方式と同様であり相手方登録番号

の記載は不要とされています。よって、経

理入力時に登録番号入力の懸念は不要です。 

 とはいえ、国税庁の適格請求書発行事業

者公表サイトとの登録番号の検証機能を備

えた会計ソフトを使っている場合、正しい

名称で登録すると実在性の確認もできるの

で、自社の会計ソフト次第では、入力した

方が便利な場合があるかもしれません。 

 出張経費の精算でコンビニ利用の実額を

旅費としている場合、現在でも、食料品は

軽減税率の 8％、その他は 10％、レジ袋も

標準税率の10％と、確認と記帳に他のレシ

ートの3倍くらい時間が掛かります。 

 買い物には便利なコンビニですが、消費

税の面から見ると、少し面倒な存在です。 

 

 

 

 

 
2022年12月20日(火) 

小栗キャップのNews Letter 
税理士法人ＳＴＲ 代表社員・税理士 小栗 悟 

名古屋本部 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル17F 

      TEL：052-526-8858 FAX：052-526-8860 

岐阜本部  〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町6-11-1 協和第二ビル3・4階 

      TEL：058-264-8858 FAX：058-264-8708 

Email: info@str-tax.jp  http://www.str-tax.jp 

コンビニの適格請求書登録番号は

店舗ごとに違う可能性大 

コンビニだけではなく

フランチャイズ業態の

場合は、登録事業者名

の確認が必要です。 

mailto:info@str-tax.jp
http://www.str-tax.jp

